
共 通 仕 様 書

福島県土木部

〔業務委託編〕

令和７年１０月　１日

令和８年　１月２３日一部改定

令和８年　４月　１日一部改定



 ⑴　【第1102条　用語の定義】、【第1107条　管理技術者】及び【第1108条　照査技術者及び照査の実施】の
「同等の能力と経験を有する技術者」とは、下記①～⑨いずれかの項目に該当する技術者とする。

① 次の技術部門または選択科目に該当する技術士

ア 建設部門

イ 上下水道部門の〔上水道及び工業用水道〕または〔下水道〕

ウ 農業部門の〔農業土木〕

エ 森林部門の〔森林土木〕

オ 水産部門の〔水産土木〕

カ 機械部門の〔加工・ファクトリーオートメーション及び産業機械は除く〕

キ 電気電子部門

ク 応用理学部門の〔地質〕

ケ 衛生工学部門の〔廃棄物管理〕

コ 総合技術監理部門（選択科目を上記（ア～ケ）各部門の選択科目とするものに限る）

② ①で定める「技術士」以外で、土木設計に関する経験年数が10年以上の「技術士」

③ ＲＣＣＭの資格保有者

④  「ＲＣＣＭの資格試験」に合格し、社団法人建設コンサルタンツ協会に備える「ＲＣＣＭ登録簿」に登録し

ておらず、「登録証書」の交付を受けていない者

⑤ 国土交通省登録技術者資格に登録されている資格のうち、業務内容に応じた資格保有者

⑥ 学校教育法による大学卒業者で土木設計に関する経験年数が15年以上の技術者

⑦ 学校教育法による短期大学又は高等専門学校卒業者で土木設計に関する経験年数が17年以上の技術者

⑧ 土木設計に関する経験年数が20年以上の技術者

⑨ 民間資格活用促進に係る実施要領で定める民間資格保有者

⑵ 【第1107条　管理技術者】及び【第1108条　照査技術者及び照査の実施】で定める資格要件を問わない土木設
計業務は、次の表に掲載したものとする。

　次の業務の照査においては、「詳細設計照査要領」（建設省大臣官房技術調査室　監修、社団法人東北建設協会

発行）を参考とすることができる。

総 則 の 運 用

第1102条、第1107条、第1108条関係

　 資 格 要 件 適 用 除 外 業 務 名

補 完 業 務
積 算 業 務
電 算 業 務

第1108条関係

業 務 名

１）樋門・樋管詳細設計
２）排水機場詳細設計
３）築堤護岸詳細設計
４）道路詳細設計（平面交差点、小構造物を含む）
５）橋梁詳細設計（鋼橋、コンクリート橋）
６）山岳トンネル詳細設計（換気検討を含む）
７）共同溝詳細設計
８）仮設構造物詳細設計
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共通編　第 １章　総　則

第1201条　使用する技術基準等

　受注者は、業務の実施にあたって、最新の技術基準及び参考図書ならびに特記仕様書に基づいて行うものとす

る。なお、使用にあたっては、事前に監督員の承諾を得なければならない。

第1202条　現 地 踏 査

１ ．受注者は、設計業務等の実施にあたり、現地踏査を行い設計等に必要な現地の状況を把握するものとする。

２．受注者は、発注者と合同で現地踏査を実施する場合は、実施後に確認した事項について整理し、提出しなけれ

ばならない。なお、適用及び実施回数は特記仕様書又は数量総括表による。

第1203条　設計業務等の種類

１ ．設計業務等とは、調査業務、計画業務、設計業務をいう。

２．この共通仕様書で規定する設計業務等は、新たに設ける各種施設物を対象とするが、供用後における改築又は

修繕が必要となる各種施設物についても、これを準用するものとする。

第1204条　調査業務の内容

１ ．調査業務とは、第1202条の現地踏査、文献等の資料収集、現地における観測・測定等の内で、特記仕様書に示

された項目を調査し、その結果の取りまとめを行うことをいう。

２．なお、同一の業務として、前項の調査結果を基にして解析及び検討を行うことについても、これを調査業務と

する。

第1205条　計画業務の内容

１ ．計画業務とは、第1113条に定める貸与資料及び第1201条に定める適用基準等及び設計図書等を用いて解析、検

討を行い、各種計画の立案を行うことをいう。

２．なお、同一の業務として解析、検討を行うための資料収集等を行うことについても、これを計画業務とする。

第1206条　設計業務の内容

１ ．設計業務とは、第1113条に定める貸与資料及び第1201条に定める適用基準等及び設計図書等を用いて、原則と

して概略設計、予備設計又は詳細設計を行うことをいう。

２．概略設計とは、地形図、地質資料、現地踏査結果、文献及び設計条件等に基づき目的構造物の比較案または最

適案を提案し、各種施設物の基礎的諸元を設定するものをいう。

３．予備設計とは、空中写真図又は実測図、地質資料、現地踏査結果、文献、概略設計等の成果物及び設計条件に

基づき、目的構造物の比較案について技術的、社会的、経済的な側面からの評価、検討を加え、最適案を選定し

た上で、平面図、縦横断面図、構造物等の一般図、計画概要書、概略数量計算書、概算工事費等を作成するもの

をいう。

４．同一の業務として目的構造物の比較案を提案することについてもこれを、予備設計とする。

５．詳細設計とは、実測平面図（空中写真図を含む）、縦横断面図、予備設計等の成果物、地質資料、現地踏査結

果及び設計条件等に基づき工事発注に必要な平面図、縦横断面図、構造物等の詳細設計図、設計計算書、工種別

数量計算書、施工計画書等を作成するものをいう。

第1207条　調査業務の条件

１ ．受注者は、業務の着手にあたり、第1113条に定める貸与資料、第1201条に定める適用基準等および設計図書を

基に調査条件を確認する。受注者は、これらの図書等に示されていない調査条件を設定する必要がある場合は、

事前に監督員の指示または承諾を受けなければならない。

２．受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第1113条に定める貸与資料等および設計図書に示す

調査事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、監督員の承諾を得るも

のとする。

第 ２章　設計業務等一般
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共通編　第 ２章　設計業務等一般
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を提出しなければならない。

４．監督員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。

第１0１3条　業務に必要な資料、事務用品、自動車等の取扱い

1  ．一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担にお

いて適切に整備するものとする。

２．監督員は、必要に応じて、業務の実施に必要な資料（特記仕様書に示す対象の工事等に関わる契約書、各々の

契約に用いる仕様書及び規程等）を受注者に貸与するものとする。

３．受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、直ちに監督員に返却するものとする。

４．受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費

用負担において修復するものとする。

５．受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。

６．受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。

７．事務用品（パソコンを含む。）は、発注者施設内で業務を行う場合についても、原則として、受注者が用意す

るものとする。

8  ． 業務に必要な自動車は、受注者が用意し、第1006条第 ４項の担当技術者を配置する場所に配置するものとする。

なお、事故等が発生した場合は、受注者の責任で処理するものとする。

９．管理技術者及び担当技術者の服装は、現場にあった軽快なもので作業服とし、作業服、安全帽、安全靴等、管

理技術者及び担当技術者が常時身に着ける物は受注者が用意するものとする。

第１0１4条　書類の整理

　受注者は、工事等の監督員が工事等の受注者から受理する図書又は工事等の受注者に提示し、若しくは指示す

る図書の整理を適切に行わなければならない。

第１0１5条　業務履行状況の報告

　受注者は、毎月 ２回、管理技術者立会いのうえ、監督員に業務履行状況の報告を行わなければならない。その

他必要に応じ、受注者は、監督員に業務の状況を業務打合せ簿（〔Ⅱ編〕様式－10）により適宜報告するものと

し、その内容について相互に確認しなければならない。

第１0１6条　地元関係者との協議等

1  ．地元関係者との協議は、監督員が行うものとするが、発注者の求めがある場合、受注者はこれを実施するもの

とする。

２．受注者は、業務の実施にあたり、地域住民との間に紛争が生じないように業務を行わなければならない。

３．受注者は、地元関係者から業務の実施について苦情があった場合は、状況を監督員に報告するものとする。

第１0１7条　土地への立ち入り等

1  ．受注者は、業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、契約書第13条の定めに従って監

督員及び関係者と十分な協調を保ち業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理

由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、ただちに監督員に報告し指示を受けなければならない。

２．受注者は、業務実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用する時は、あらかじ

め監督員に報告するものとし、報告を受けた監督員は、当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。な

お、第三者の土地への立ち入りについては、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督員の指

示がある場合は受注者はこれに協力しなければならない。

３．受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に示す外は監督

員と協議により定めるものとする。
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発注者支援業務

第１0１8条　成果物の提出

1  ．受注者は、業務が完了したときは、第2002条、第3005条、第4005条又は第5002条に示す成果物を業務委託完了

届（〔Ⅱ編〕様式－19）とともに提出し、検査を受けるものとする。

２  ．受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督員の指示する場合で、同意した場合は履行期間途中において

も、成果物の部分引き渡しを行うものとする。

３ ．受注者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系（ＳＩ）とする。

第１0１9条　関係法令及び条例等の遵守

１．受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
２．受注者は、倫理及び技術の向上を図るため、以下の項目を実施し、その結果を発注者へ報告するものとする。

（１）当該業務に従事する者に対する社内講習及び関係法令及び条例等の遵守についての周知徹底。

３．発注者は必要と認めるときは、受注者に対し関係法令及び条例等の遵守の状況について報告を求め、又検査をす

　ることができる。

第１020条　検　　　査

1  ．受注者は、契約書第31条第 1 項の規定に基づき、業務委託完了届（〔Ⅱ編〕様式－19）を発注者に提出する際

　には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。

２  ．発注者は、業務の検査に先立って受注者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。この場合におい

　て受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。この場合検査に要する費用は受注者の負
担とする。

３ ．検査職員は、監督員及び管理技術者の立ち会いの上、検査を行うものとする。

第１02１条　再　委　託

1  ．契約書第 ７ 条第 1 項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者は、これを再委託
することはできない。

⑴ 業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等

２  ．受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に

対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
　なお、協力者は、福島県工事等請負有資格業者である場合は、福島県建設工事等入札参加資格制限措置要綱に

基づく入札参加資格制限中であってはならない。

第１022条　守 秘 義 務

1 ． 受注者は、 契約書第 1条第 ５項の規定により、 業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

２  ．受注者は、当該業務の結果（業務処理の過程において得られた記録等を含む。）を第三者に閲覧させ、複写さ 

せ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。

３  ．受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第1012条に示す業務計画書の業

務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。

４  ．受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても

第三者に漏らしてはならない。

５  ．取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、

他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等をしないこと。

６  ．受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料（書面、電子媒体）について、発注者への返却若

しくは消去又は破棄を確実に行うこと。

７  ．受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又

そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。

第１023条　情報セキュリティにかかる事項

　受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。

第１024条　安全等の確保

1  ．受注者は、屋外で行う業務の実施に際しては、当該業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の
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する。

⑴　業務実施にあたり留意すべき点（施工条件、沿道状況、地元との協議内容等）

⑵　業務完了時における施工状況、地元協議・調整等の状況

第4005条　成　果　物

　成果物は次のとおりとする。

⑴　現場業務日誌

⑵　引継事項記載書

第 5編　除染モニタリング業務

第500１条　業 務 内 容

　受注者は、別途特記仕様書等契約図書に定める除染作業業務について、以下に掲げる内容を行うものとする。

1．除染モニタリング業務

　受注者は、除染作業の作業前、作業段階（設計図書等で定める作業の区切り。段階確認含む。）及び作業後に

除染対象箇所のモニタリングを行い、モニタリング結果資料を整理するものとする。

第5002条　成　果　物

　成果物は以下のとおりとする。

⑴　除染モニタリング結果資料　 1式

第5003条　引き渡し前における成果物の使用

　発注者は、成果物の引き渡し前であっても、成果物の全部又は一部の使用を受注者の承諾を得て使用すること

ができるものとする。

― ２0２ ―
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　 （別表－ 1）現場技術業務の内容及び区分表

内 容 　 監 督 員 　 受 注 者

1．関係機関との調整業務

⑴ 関係機関との打合せ

２ ．設計積算業務

⑴ 現地調査

⑵ 発注図面及び数量算出

⑶ 積算資料作成

⑷ 積算データ入力

⑸ 特記仕様書作成

３．監督に関する現場技術業務

⑴ 発注に必要な資料作成等

1）積算・実施設計書作成

２）起案・契約

⑵ 工事等の監督

1 ）契約の履行の確保

① 契約図書の内容の把握

② 工事等打合せ

③ 施工（業務）計画書（変更含む）の受理・内

容の確認

④ 施工（作業）体制の把握

⑤ 指示、承諾、協議、通知及び提出、届出の受理

⑥ 関連工事等との調整

⑦ 工程把握及び工事等の促進指示

⑧ 部分使用の同意手続き及び検査の立会い

⑨ 条件変更に関する確認、調査、検討、通知

⑩ 変更設計資料等の確認

⑪ 変更に必要な資料作成等

⑫ 積算・変更設計書作成

⑬ 工事内容変更通知

⑭ 工事等の中止及び中止に伴う工期の延長

⑮ 一般的な損害の調査

⑯ 不可抗力による損害の調査

⑰ 第三者に及ぼした損害の調査

⑱ 部分払請求出来高の確認

⑲ 工事等の関係者に関する措置請求

⑳ 契約解除に関する必要書類作成及び措置請求

◎

○

○

◎

◎

○

○

○

○

○

◎

○

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○◎

⑵ 業務補助・資料作成 ◎○



内 容 　 監 督 員 　 受 注 者

２）工事の施工状況の立会・確認等

① 事前調査等

② 測量等

③ 作業状況の把握

④ 使用機械・使用材料の確認

⑤ 施工（作業）状況の確認（段階確認含む）

⑥ 建設副産物の適正処理状況等の把握

⑦ 改善請求及び破壊に関する確認

⑧ 支給材料及び貸与品の確認、引渡し

⑨ 工事等の完成図書の審査・指導・助言

⑩ 関係書類の整備

３）円滑な施工（作業）の確保

① 地元対応

② 関係機関との協議・調整

４）そ　の　他

① 電子納品に関する協議、電子成果物の確認等

② 現場発生品の処理

③ 臨機の措置

④ 事故等に対する措置

⑤ 工事完成検査等の立会い

⑥ 工事成績評定

４．除染モニタリング業務

⑴ 市町村との除染計画調整に係る業務補助・資料作成

⑵ 除染作業前、除染作業後のモニタリング

○

○

○

○

○

○

◎

○

○

○

○

○

○

◎

◎

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

受　注　者◎
　受注者が主体性をもって実施した物を監督員がチェックする事項

監　督　員○

受　注　者○
　監督員が主として実施するが、この際、受注者は監督員の指示により補助作業を行う事項

監　督　員◎

受　注　者◎
　双方共、主体性をもって実施する事項

監　督　員◎

受　注　者◎
　受注者が主体性をもって実施する事項

監　督　員　

受　注　者　
　監督員が主体性をもって実施する事項

監　督　員◎

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�
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○

⑶ モニタリング結果資料の整理

○ ◎




